
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●法律相談日 
 

＜２０１８年＞ 

  ６月 ５日（火） 
※大宮地本機関紙でお知らせした

６月１２日から変更しました。 

  ７月１０日（火） 

  ８月２１日（火） 

  ９月１１日（火） 

 １０月 ９日（火） 

 １１月１３日（火） 

 １２月１１日（火） 

＜２０１９年＞ 

  １月 ８日（火） 

  ２月１９日（火） 

  ３月１２日（火） 

●相談時間 
 

 各日とも 

  １３時３０分～ 

   １５時００分の受付 

 
●相談場所 

 

 各日とも 

  大宮地本会議室 

 

Ｑ：無料法律相談とは？ 

Ａ：大宮地本が顧問弁護士と契約し、

組合員が法律に関する問題に対し

て無料で相談することが出来ま

す。 

  相談後、問題解決の依頼をする場

合は有料となります。 

 

相談希望の方は大宮地本まで！ 


